
認知症本人大使「希望大使」の任命について

「希望大使」

認知症の人本人が自らの言葉で語り、認知症になっても希望を持って前を向いて暮らすことができている姿等を積極的に発信

名 称

用務内容

令和6年1月21日（日） ※前回任命日：令和４年1月21日（金）

・ 認知症理解のための普及啓発に関する業務として、以下
の用務を想定
① 国が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力
② 国際的な会合への参加・希望宣言の紹介等
③ その他
※ なお、具体的な用務については、任命した希望大使と厚生

労働省と相談のうえ、検討するものとする。

任 期

任命時期

令和元年６月に政府においてとりまとめられた「認知症施策推進大綱」において、「認知症本人大使（希望宣言大使（仮称））」の創設を明記し、認知
症の人本人からの発信の機会が増えるよう、地域で暮らす本人とともに普及啓発に取り組んできたところ。
令和６年１月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」においても、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正し

い知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができるよう、認知症の人に関する国民の理解の増進等に関する施策を講ずるものとされているこ
とも踏まえ、年代、性別のほか地域性も考慮して、以下の７名を「希望大使」として任命（※）
※令和６年１月２０日を以て任期が満了することに伴う再任（５名）及び令和６年１月２１日付け新規任命（２名）。

・ 任命日より２年間
（任期途中の退任及び任期満了後の再任は妨げない）

新規任命 新規任命

※年齢・診断名は、任命時点


